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研究成果の概要（和文）：　日本同様、自白偏重の傾向がある台湾では、1998年に刑事訴訟法が改正されて、警察、検
察での取調過程に録音・録画を義務づける制度が導入された。取調全過程録音（ないし録画）はすっかり実務に定着し
、今日では当たり前のことになった。しかし、義務違反が根絶されたわけではなく、義務に違反した取調調書の証拠能
力について訴訟で争われる事例もなくなってはいない。その意味で義務違反の取調調書をいかに扱うかが今後の焦点と
なっている。他方で取調過程の可視化が自白を困難にさせていることは確認できず、この制度の導入によるデメリット
も見つからなかった。台湾法の実践は日本の進むべき道を示唆していると考えられる。

研究成果の概要（英文）：  Although, like Japan, there is a tendency to overemphasize confession in Taiwan,
 during the revision to the code of criminal procedure in 1998, a new policy was introduced which requires
 recording of the interrogation conducted by the police and the prosecution. The recording of the full pro
cess of interrogation is now taken as a matter of course at the practice level. However, it does not mean 
that breach of duty had been completely eradicated. Therefore the admissibility of the investigation repor
t is still an issue during the criminal litigation when a breach of duty occurs. In that sense, how to tre
at the investigation report that failed to follow the new policy has become a matter of concern. On the ot
her hand, there is no proof that the "visualization" of the interrogation process had made it difficult fo
r suspects to confess, and there is no evidence to suggest any disadvantage by introducing this policy.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
（1）日本では刑事手続における自白偏重、
「真実」究明への志向が強いために、取調過
程の可視化、弁護人の立ち会いを認めること
には、捜査当局からの抵抗がなお続いている。
そのため完全な可視化にはいまだ至ってい
ない。しかし、これがえん罪の温床と化して
いることは広く共有された認識がある。捜査
の適正化をめぐる比較法的な情報は多く流
布しているが、ほとんどが欧米諸国のそれで
あり、近隣アジアでの文献を渉猟した本格的
な研究は欠落していた。 
 
（2）台湾では日本に先立って取調過程の可
視化、夜間取調原則禁止などの刑事手続改革
が行われているが、従来は短期間の実地見聞
による断片的な情報が伝えられているだけ
で、裁判例や理論研究などの文字資料を踏ま
えた本格的な比較法研究は行われていない。
類似の法文化を共有するアジア諸国につい
てのこの問題の解明が急務の課題となって
いた。 
 
２．研究の目的 
 
（1）台湾における取調適正化が 1998 年にい
かにして可能となったのか、その背景と動態、
推進力および阻害要因の両面を明らかにす
る。 
 
（2）被疑者への取調の可視化（全過程録音
ないし録画）と夜間取調原則禁止（夜間取調
拒否権）を取り上げ、その運用実態、評価、
影響、問題点などを明らかにする。とくに改
革によって自白を引き出すことにマイナス
の効果をもたらしているかどうかに焦点を
当てる。 
 
（3）日本におけるこの問題の議論に対して
実際に制度を先んじて導入した台湾の経験
から、比較法的な示唆を獲得し、日本の抵抗
勢力説得のための素材を提供する。 
 
３．研究の方法 
 
（1）改革案採択までの学界やマスコミ、立
法院などにおける言説の整理、見解分岐のマ
ッピングを行い、推進派の論理、運動がどの
ように展開されたかを探る。 
 
（2）新制度導入後の運用実態を伝える研究
論文（書）、裁判例、司法統計資料を収集し、
解析を加える。 
 
（3）警察、検察、裁判所、弁護士、研究者、
NGO など関係者に対してインタビューし、制
度改革の効果、影響を調べるとともに、取調
録画の施設・設備などの整備、利用・運用状
況を実地観察により調査する。 

 
４．研究成果 
 
（1）台湾刑事司法の前提条件が明らかにな
った。台湾でも刑事裁判における自白が占め
る位置づけは重く、主要な証拠として捜査機
関では自白の獲得を目指して、強引な取調が
横行しており、それがしばしばえん罪を生ん
で来た。1982 年に起きた王迎先事件をきっか
けとして、広く社会的に取調過程の適正化の
必要性が認識されるようになっていった。こ
れに押されて取調への弁護人の立ち会いを
認める、警察、検察での取調全過程を録音・
録画することを義務づける、原則として日の
入りから日の出までの時間帯での取調を禁
止するという手続改革が進んだものである。
密室での取調を維持することに固執するこ
とにいかなる正当性もないとの雰囲気にな
っていったとされる。 
 
（2）実務においては現在、ほとんどの取調
が録画されるに至っている。ほとんどの警察
署（含む派出所）、検察署の取調室にはカメ
ラとそれを裏から録画し、操作、保存する設
備が導入され、同時に取調記録が作成されて
いる（以下、写真 1､写真 2 を参照）。 
 

 
【写真 1】  
台中市大
甲派出所
偵訊室の
取調録画
機材 
（2013 年
8 月 15 日、

鈴木賢撮影） 
 

 
 
 
 
 
 
【写真 2】 
台中地方検察署偵
査室天井の録画用
カメラ 
（2013年 8月 15日、
鈴木賢撮影） 

 
 ほとんどの取調では録画が行われるよう
になっており、このことは取調の適正化に一
定の効果を発揮している。 
 
（3）少なからぬ録画義務違反の取調の実態
が明らかとなった。全過程が録画されていな
い取調記録が法廷に証拠として提出される
ことがあり、この書面記録の証拠としての能
力が実務では問題とされ、裁判所は多くの場



合、これを証拠として採用している。つまり、
録画義務違反は必ずしも証拠としての効力
を否定されるわけではないのが実態である。
自白の任意性を公判段階で争う被告人が現
れているが、録画の有無だけでそれが判断さ
れているわけではないのである。こうした扱
いが実務に録画義務違反を一定程度蔓延さ
せる結果をもたらしている。その意味で書面
の記録がやはり大きく物を言う傾向が続い
ている。自白偏重の文化の根強さは台湾でも
健在と言うべきであろう。 
 
（4）今後に残された課題は、録画義務に反
する取調調書の証拠能力について明確な法
規定を置くことにある。しかし、これには検
察、警察からの抵抗があるし、治安維持的な
発想からの反対論もある。とはいえ、これは
原則録画というルビコンを渡った後での残
された課題というべきであり、日本とは問題
状況のレベルには大きな差がある。 
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